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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

（ 財 産 上 の 利 益 の 収 受 に よ る 特 定 の 事 業 者 等 へ の 誘 導 の 禁 止 ） 
第 二 条 の 五 の 二 保 険 医 療 機 関 は 、 患 者 に 対 し て 、 次 に 掲 げ る 事 業

者 及 び 施 設 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 事 業 者 等 」 と い う 。 ） を 利 用

す る べ き 旨 の 指 示 等 を 行 う こ と の 対 償 と し て 、 当 該 事 業 者 等 か ら

金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 を 収 受 し て は な ら な い 。 

一 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 （ 健 康 保 険 法 （ 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号

。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 八 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問

看 護 事 業 者 並 び に 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第

四 十 一 条 第 一 項 本 文 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 同 法

第 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 訪 問 看 護 の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ） 及

び 同 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業

者 （ 同 法 第 八 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 訪 問 看 護 の 事 業

を 行 う 者 に 限 る 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 

二 介 護 保 険 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本 文 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ

ス 事 業 者 （ 介 護 保 険 法 第 八 条 第 十 一 項 に 規 定 す る 特 定 施 設 入 居

者 生 活 介 護 の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ） 

三 介 護 保 険 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型

サ ー ビ ス 事 業 者 （ 同 法 第 八 条 第 二 十 項 に 規 定 す る 認 知 症 対 応 型

共 同 生 活 介 護 、 同 条 第 二 十 一 項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 特 定 施 設

入 居 者 生 活 介 護 及 び 同 条 第 二 十 二 項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 介 護

老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ） 

四 介 護 保 険 法 第 八 条 第 二 十 五 項 に 規 定 す る 介 護 保 険 施 設 

五 介 護 保 険 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ

ス 事 業 者 （ 介 護 保 険 法 第 八 条 の 二 第 九 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 特

定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ） 

六 介 護 保 険 法 第 五 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型

介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 同 法 第 八 条 の 二 第 十 五 項 に 規 定 す る

介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ） 

 

（ 新 設 ） 



2 

 

七 介 護 保 険 法 第 四 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 介 護 支 援 事

業 者 

八 介 護 保 険 法 第 五 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 支 援 事

業 者 
九 前 各 号 に 掲 げ る 事 業 者 等 と 併 せ て 利 用 す る 事 業 者 で あ つ て 、

当 該 事 業 者 等 と 特 別 の 関 係 に あ る 事 業 者 

 

（ 受 給 資 格 の 確 認 等 ） 

第 三 条 保 険 医 療 機 関 は 、 患 者 か ら 療 養 の 給 付 を 受 け る こ と を 求 め

ら れ た 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る い ず れ か の 方 法 に よ つ て 療 養 の 給 付

を 受 け る 資 格 が あ る こ と を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 緊

急 や む を 得 な い 事 由 に よ つ て 当 該 確 認 を 行 う こ と が で き な い 患 者

で あ つ て 、 療 養 の 給 付 を 受 け る 資 格 が 明 ら か な も の に つ い て は 、

こ の 限 り で な い 。 

一 法 第 三 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 （ 以 下 「 電 子 資 格

確 認 」 と い う 。 ） 

 

二 ～ 四 （ 略 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） 

 

（ 受 給 資 格 の 確 認 等 ） 

第 三 条 保 険 医 療 機 関 は 、 患 者 か ら 療 養 の 給 付 を 受 け る こ と を 求 め

ら れ た 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る い ず れ か の 方 法 に よ つ て 療 養 の 給 付

を 受 け る 資 格 が あ る こ と を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 緊

急 や む を 得 な い 事 由 に よ つ て 当 該 確 認 を 行 う こ と が で き な い 患 者

で あ つ て 、 療 養 の 給 付 を 受 け る 資 格 が 明 ら か な も の に つ い て は 、

こ の 限 り で な い 。 

一 健 康 保 険 法 （ 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。

） 第 三 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 （ 以 下 「 電 子 資 格 確

認 」 と い う 。 ） 

二 ～ 四 （ 略 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） 

（ 要 介 護 被 保 険 者 等 の 確 認 ） 

第 三 条 の 二 保 険 医 療 機 関 等 は 、 患 者 に 対 し 、 訪 問 看 護 、 訪 問 リ ハ

ビ リ テ ー シ ョ ン そ の 他 の 介 護 保 険 法 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 居 宅

サ ー ビ ス 又 は 同 法 第 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 サ ー ビ ス

に 相 当 す る 療 養 の 給 付 を 行 う に 当 た つ て は 、 同 法 第 十 二 条 第 三 項

に 規 定 す る 被 保 険 者 証 の 提 示 を 求 め る な ど に よ り 、 当 該 患 者 が 同

法 第 六 十 二 条 に 規 定 す る 要 介 護 被 保 険 者 等 で あ る か 否 か の 確 認 を

行 う も の と す る 。 

 

（ 要 介 護 被 保 険 者 等 の 確 認 ） 

第 三 条 の 二 保 険 医 療 機 関 等 は 、 患 者 に 対 し 、 訪 問 看 護 、 訪 問 リ ハ

ビ リ テ ー シ ョ ン そ の 他 の 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号

） 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 居 宅 サ ー ビ ス 又 は 同 法 第 八 条 の 二 第 一

項 に 規 定 す る 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 相 当 す る 療 養 の 給 付 を 行 う に 当

た っ て は 、 同 法 第 十 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 証 の 提 示 を 求

め る な ど に よ り 、 当 該 患 者 が 同 法 第 六 十 二 条 に 規 定 す る 要 介 護 被

保 険 者 等 で あ る か 否 か の 確 認 を 行 う も の と す る 。 

 

（ 指 定 訪 問 看 護 の 事 業 の 説 明 ） 

第 七 条 保 険 医 療 機 関 は 、 患 者 が 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 か ら 指 定 訪 問

（ 指 定 訪 問 看 護 の 事 業 の 説 明 ） 

第 七 条 保 険 医 療 機 関 は 、 患 者 が 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 （ 法 第 八 十 八
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看 護 （ 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 看 護 並 び に 介 護 保

険 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本 文 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス （ 同 法 第

八 条 第 四 項 に 規 定 す る 訪 問 看 護 の 場 合 に 限 る 。 ） 及 び 同 法 第 五 十

三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス （ 同 法 第 八 条 の 二 第

三 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 訪 問 看 護 の 場 合 に 限 る 。 ） を い う 。 以 下

同 じ 。 ） を 受 け る 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 に は 、 当 該 患 者 に 対 し

そ の 利 用 手 続 、 提 供 方 法 及 び 内 容 等 に つ き 十 分 説 明 を 行 う よ う 努

め な け れ ば な ら な い 。 

条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 並 び に 介 護 保 険 法 第 四 十

一 条 第 一 項 本 文 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 訪 問 看 護 事

業 を 行 う 者 に 限 る 。 ） 及 び 同 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定

介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 事 業 を 行 う 者 に 限 る

。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 指 定 訪 問 看 護 （ 法 第 八 十 八 条 第 一

項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 看 護 並 び に 介 護 保 険 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本

文 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス （ 同 法 第 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 訪

問 看 護 の 場 合 に 限 る 。 ） 及 び 同 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指

定 介 護 予 防 サ ー ビ ス （ 同 法 第 八 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 介 護 予 防

訪 問 看 護 の 場 合 に 限 る 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 受 け る 必 要 が

あ る と 認 め た 場 合 に は 、 当 該 患 者 に 対 し そ の 利 用 手 続 、 提 供 方 法

及 び 内 容 等 に つ き 十 分 説 明 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

 

（ 診 療 の 具 体 的 方 針 ） 

第 二 十 条 医 師 で あ る 保 険 医 の 診 療 の 具 体 的 方 針 は 、 前 十 二 条 の 規

定 に よ る ほ か 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る も の と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 投 薬 

イ ～ ハ （ 略 ） 

ニ 投 薬 を 行 う に 当 た つ て は 、 次 に 掲 げ る 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮

す る と と も に 、 患 者 に 当 該 医 薬 品 を 選 択 す る 機 会 を 提 供 す る

こ と 等 患 者 が 当 該 医 薬 品 を 選 択 し や す く す る た め の 対 応 に 努

め な け れ ば な ら な い 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 診 療 の 具 体 的 方 針 ） 

第 二 十 条 医 師 で あ る 保 険 医 の 診 療 の 具 体 的 方 針 は 、 前 十 二 条 の 規

定 に よ る ほ か 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る も の と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 投 薬 

イ ～ ハ （ 略 ） 

ニ 投 薬 を 行 う に 当 た つ て は 、 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有

効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 第 十 四 条 の 四 第 一 項 各

号 に 掲 げ る 医 薬 品 （ 以 下 「 新 医 薬 品 等 」 と い う 。 ） と そ の 有

効 成 分 、 分 量 、 用 法 、 用 量 、 効 能 及 び 効 果 が 同 一 性 を 有 す る

医 薬 品 と し て 、 同 法 第 十 四 条 又 は 第 十 九 条 の 二 の 規 定 に よ る

製 造 販 売 の 承 認 （ 以 下 「 承 認 」 と い う 。 ） が な さ れ た も の （

た だ し 、 同 法 第 十 四 条 の 四 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 医 薬 品 並 び

に 新 医 薬 品 等 に 係 る 承 認 を 受 け て い る 者 が 、 当 該 承 認 に 係 る

医 薬 品 と 有 効 成 分 、 分 量 、 用 法 、 用 量 、 効 能 及 び 効 果 が 同 一

で あ つ て そ の 形 状 、 有 効 成 分 の 含 量 又 は 有 効 成 分 以 外 の 成 分

若 し く は そ の 含 量 が 異 な る 医 薬 品 に 係 る 承 認 を 受 け て い る 場

合 に お け る 当 該 医 薬 品 を 除 く 。 ） （ 以 下 「 後 発 医 薬 品 」 と い
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⑴ 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等

に 関 す る 法 律 第 十 四 条 の 四 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 医 薬 品 （ 以

下 「 新 医 薬 品 等 」 と い う 。 ） と そ の 有 効 成 分 、 分 量 、 用 法

、 用 量 、 効 能 及 び 効 果 が 同 一 性 を 有 す る 医 薬 品 と し て 、 同

法 第 十 四 条 又 は 第 十 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 製 造 販 売 の 承 認

（ 以 下 「 承 認 」 と い う 。 ） が な さ れ た も の （ 新 医 薬 品 等 に

係 る 承 認 を 受 け て い る 者 が 、 当 該 承 認 に 係 る 医 薬 品 と 有 効

成 分 、 分 量 、 用 法 、 用 量 、 効 能 及 び 効 果 が 同 一 で あ つ て そ

の 形 状 、 有 効 成 分 の 含 量 又 は 有 効 成 分 以 外 の 成 分 若 し く は

そ の 含 量 が 異 な る 医 薬 品 に 係 る 承 認 を 受 け て い る 場 合 に お

け る 当 該 医 薬 品 を 除 く 。 以 下 「 後 発 医 薬 品 」 と い う 。 ） 

⑵ 遺 伝 子 組 換 え 技 術 を 応 用 し て 製 造 さ れ る 新 医 薬 品 等 と 同

等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 を 有 す る 医 薬 品 と し て 承 認 が

な さ れ た も の （ 以 下 「 バ イ オ 後 続 品 」 と い う 。 ） 

ホ ～ ト （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

四 注 射 

イ （ 略 ） 

ロ 注 射 を 行 う に 当 た つ て は 、 後 発 医 薬 品 又 は バ イ オ 後 続 品 の

使 用 を 考 慮 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

ハ ～ ホ （ 略 ） 

五 ～ 七 （ 略 ） 

 

う 。 ） の 使 用 を 考 慮 す る と と も に 、 患 者 に 後 発 医 薬 品 を 選 択

す る 機 会 を 提 供 す る こ と 等 患 者 が 後 発 医 薬 品 を 選 択 し や す く

す る た め の 対 応 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

ホ ～ ト （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

四 注 射 

イ （ 略 ） 

ロ 注 射 を 行 う に 当 た つ て は 、 後 発 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮 す る よ

う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

ハ ～ ホ （ 略 ） 

五 ～ 七 （ 略 ） 

 

（ 歯 科 診 療 の 具 体 的 方 針 ） 

第 二 十 一 条 歯 科 医 師 で あ る 保 険 医 の 診 療 の 具 体 的 方 針 は 、 第 十 二

条 か ら 第 十 九 条 の 三 ま で の 規 定 に よ る ほ か 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に

よ る も の と す る 。 

 一 （ 略 ） 

（ 歯 科 診 療 の 具 体 的 方 針 ） 

第 二 十 一 条 歯 科 医 師 で あ る 保 険 医 の 診 療 の 具 体 的 方 針 は 、 第 十 二

条 か ら 第 十 九 条 の 三 ま で の 規 定 に よ る ほ か 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に

よ る も の と す る 。 

 一 （ 略 ） 
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 二 投 薬 

イ ～ ハ （ 略 ） 

ニ 投 薬 を 行 う に 当 た つ て は 、 次 に 掲 げ る 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮

す る と と も に 、 患 者 に 当 該 医 薬 品 を 選 択 す る 機 会 を 提 供 す る

こ と 等 患 者 が 当 該 医 薬 品 を 選 択 し や す く す る た め の 対 応 に 努

め な け れ ば な ら な い 。 
⑴ 後 発 医 薬 品 

 ⑵ バ イ オ 後 続 品 

ホ ・ ヘ （ 略 ） 

 三 （ 略 ） 

四 注 射 

イ （ 略 ） 

ロ 注 射 を 行 う に 当 た つ て は 、 後 発 医 薬 品 又 は バ イ オ 後 続 品 の

使 用 を 考 慮 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

  ハ ～ ホ （ 略 ） 

 五 ～ 九 （ 略 ） 

 

 二 投 薬 

イ ～ ハ （ 略 ） 

ニ 投 薬 を 行 う に 当 た つ て は 、 後 発 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮 す る と

と も に 、 患 者 に 後 発 医 薬 品 を 選 択 す る 機 会 を 提 供 す る こ と 等

患 者 が 後 発 医 薬 品 を 選 択 し や す く す る た め の 対 応 に 努 め な け

れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

（ 新 設 ） 

ホ ・ ヘ （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

 四 注 射 

イ （ 略 ） 

ロ 注 射 を 行 う に 当 た つ て は 、 後 発 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮 す る よ

う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

  ハ ～ ホ （ 略 ） 

 五 ～ 九 （ 略 ） 

 

（ 読 替 規 定 ） 

第 二 十 四 条 日 雇 特 例 被 保 険 者 の 保 険 及 び 船 員 保 険 に 関 し て こ の 省

令 を 適 用 す る に つ い て は 、 次 の 表 の 第 一 欄 に 掲 げ る こ の 省 令 の 規

定 中 の 字 句 で 、 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る も の は 、 日 雇 特 例 被 保 険 者

の 保 険 に あ つ て は 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 字 句 と 、 船 員 保 険 に あ つ

て は 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 字 句 と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る も の と す る

。 

第 一 欄 第 二 欄 第 三 欄 第 四 欄 

第 二 条 の 四 （

見 出 し を 含 む

。 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

第 二 条 の 五 の

二 第 一 号 

健 康 保 険 法 （

大 正 十 一 年 法

律 第 七 十 号 。

健 康 保 険 法 （

大 正 十 一 年 法

律 第 七 十 号 。

健 康 保 険 法 （

大 正 十 一 年 法

律 第 七 十 号 ）

（ 読 替 規 定 ） 

第 二 十 四 条 日 雇 特 例 被 保 険 者 の 保 険 及 び 船 員 保 険 に 関 し て こ の 省

令 を 適 用 す る に つ い て は 、 次 の 表 の 第 一 欄 に 掲 げ る こ の 省 令 の 規

定 中 の 字 句 で 、 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る も の は 、 日 雇 特 例 被 保 険 者

の 保 険 に あ つ て は 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 字 句 と 、 船 員 保 険 に あ つ

て は 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 字 句 と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る も の と す る

。 

第 一 欄 第 二 欄 第 三 欄 第 四 欄 
第 二 条 の 三 （

見 出 し を 含 む

。 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
（ 新 設 ） 

 

 
（ 新 設 ） （ 新 設 ） （ 新 設 ） 
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以 下 「 法 」 と

い う 。 ） 第 八

十 八 条 第 一 項

に 規 定 す る 指

定 訪 問 看 護 事

業 者 

以 下 「 法 」 と

い う 。 ） 第 八

十 八 条 第 一 項

に 規 定 す る 指

定 訪 問 看 護 事

業 者 

第 八 十 八 条 第

一 項 に 規 定 す

る 指 定 訪 問 看

護 事 業 者 
第 三 条 第 一 項

第 一 号 

法 第 三 条 第 十

三 項 に 規 定 す

る 電 子 資 格 確

認 

 

 

 

 
法 第 三 条 第 十

三 項 に 規 定 す

る 電 子 資 格 確

認 

（ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

第 五 条 第 二 項 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） 健 康 保 険 法 第

六 十 三 条 第 二

項 第 三 号 

 

 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

 

 

 

 

 

 

第 三 条 第 一 項

第 一 号 

健 康 保 険 法 （

大 正 十 一 年 法

律 第 七 十 号 。

以 下 「 法 」 と

い う 。 ） 第 三

条 第 十 三 項 に

規 定 す る 電 子

資 格 確 認 

健 康 保 険 法 （

大 正 十 一 年 法

律 第 七 十 号 。

以 下 「 法 」 と

い う 。 ） 第 三

条 第 十 三 項 に

規 定 す る 電 子

資 格 確 認 

（ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

第 五 条 第 二 項 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） 健 康 保 険 法 （

大 正 十 一 年 法

律 第 七 十 号 ）

第 六 十 三 条 第

二 項 第 三 号 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
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様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
二
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



㊞

備考

保険医署名
「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載
した場合は、署名又は記名・押印すること。

　保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。)
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤　　 □調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供

　調剤実施回数（調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。）
　

　　□１回目調剤日（　　　年　　月　　日）　　□２回目調剤日（　　　年　　月　　日）　　□３回目調剤日（　　　年　　月　　日）
　

　　　次回調剤予定日（　　年　　月　　日）　　　次回調剤予定日（　　年　　月　　日）

調剤済年月日 令和　　年　　月　　日 公費負担者番号

１．「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。
２．この用紙は、Ａ列５番を標準とすること。
３．療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（昭和51年厚生省令第36号）第１条の公費負担医療については、「保険医療機関」とある
　のは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものとすること。

保険薬局の所在地
及 び 名 称
保 険 薬 剤 師 氏 名

公費負担医療の
受 給 者 番 号

備
　
　
考

処
　
　
　
　
　
　
　
　
方

変更不可
患者希望 個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医薬品（ジェネリック医薬品）

への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記
載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望を踏まえ、先
発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載すること。

(医療上必要)

※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、
最大３回まで反復利用できる処方箋リフィル可　□　（　　　回）

交付年月日 令和　　年　　月　　日
処方箋の
使用期間

令和　年　月　日

特に記載のある場合

を除き、交付の日を含

めて４日以内に保険薬

局に提出すること。

点数表
番号

医療機関

コード区　分 被保険者 被扶養者
都道府県番号

明
大
昭
平
令

　　　年　月　日 男・女

電 話 番 号

保 険 医 氏 名

保険者番号

㊞

被保険者資格に係る
記号・番号

・　　　　（枝番）　

患
　
　
者

氏　名
保険医療機関の
所在地及び名称

生年月日

公費負担医療
の受給者番号

処　　方　　箋
様

式

第

二

号
（

第

二

十

三

条

関

係
）

（この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。）

公費負担者番号



氏　名

都道府県番号
点数表
番号

医療機
関コー

ド

変更不可

（医療上必要）

備考

２．この用紙は、Ａ列５番を標準とすること。

３．療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（昭和51年厚生省令第36号）第１条の公費負担医療については、「保険医療機

　 関」とあるのは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものとすること。

分割指示に係る処方箋　　　＿分割の＿回目

（この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。）

保険薬局の所在
地 及 び 名 称
保険薬剤師氏名

　　　公費負担医療の
　　　受 給 者 番 号

１．「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。

個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医薬品（ジェネリック医薬品）
への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記
載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望を踏まえ、先
発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載すること。

公費負担者番号令和　　年　　月　　日

備
　
　
考

保険医療機関の
所在地及び名称

（

第
二
十
三
条
関
係
）

公費負担医療
の受給者番号

保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。)
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤  □調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供

保 険 医 氏 名

被扶養者

　

令和　年　月　日

特に記載のある場合
を除き、交付の日を含
めて４日以内に保険薬
局に提出すること。

区　分 被保険者

調剤済年月日

交付年月日 　　令和　　 年 　　月 　　日
処 方 箋 の

使　用　期　間

　患者希望

処
　
　
　
　
　
　
　
方

　　　　　　　・             　 （枝番）

患
　
　
者

　年  月  日 男・女生年月日

明
大
昭
平
令

被保険者資格に係る
記号・番号

電 話 番 号

　

処　　　方　　　箋

公費負担者番号 保 険 者 番 号

様
式
第
二
号
の
二

「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載

した場合は、署名又は記名・押印すること。
保険医署名

印

印



　(発行保険医療機関情報）

　処方箋発行医療機関の保険薬局からの連絡先

　電話番号 ＦＡＸ番号

　その他の連絡先

(受付保険薬局情報）

１回目を受け付けた保険薬局

名称

所在地

保険薬剤師氏名

調剤年月日

２回目を受け付けた保険薬局

名称

所在地

保険薬剤師氏名

調剤年月日

３回目を受け付けた保険薬局

名称

所在地

保険薬剤師氏名

調剤年月日

　

分 割 指 示 に 係 る 処 方 箋 （ 別 紙 ）
様
式
第
二
号
の
二

印

印

印



 

（
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 



 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

（ 後 発 医 薬 品 及 び バ イ オ 後 続 品 の 調 剤 ） 
第 七 条 の 二 保 険 薬 局 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 医 薬 品 の 備 蓄 に 関 す る

体 制 そ の 他 の 当 該 医 薬 品 の 調 剤 に 必 要 な 体 制 の 確 保 に 努 め な け れ

ば な ら な い 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ） 第 十 四 条 の 四 第 一

項 各 号 に 掲 げ る 医 薬 品 （ 以 下 「 新 医 薬 品 等 」 と い う 。 ） と そ の

有 効 成 分 、 分 量 、 用 法 、 用 量 、 効 能 及 び 効 果 が 同 一 性 を 有 す る

医 薬 品 と し て 、 同 法 第 十 四 条 又 は 第 十 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 製

造 販 売 の 承 認 （ 以 下 「 承 認 」 と い う 。 ） が な さ れ た も の （ 新 医

薬 品 等 に 係 る 承 認 を 受 け て い る 者 が 、 当 該 承 認 に 係 る 医 薬 品 と

有 効 成 分 、 分 量 、 用 法 、 用 量 、 効 能 及 び 効 果 が 同 一 で あ つ て そ

の 形 状 、 有 効 成 分 の 含 量 又 は 有 効 成 分 以 外 の 成 分 若 し く は そ の

含 量 が 異 な る 医 薬 品 に 係 る 承 認 を 受 け て い る 場 合 に お け る 当 該

医 薬 品 を 除 く 。 以 下 「 後 発 医 薬 品 」 と い う 。 ） 

二 遺 伝 子 組 換 え 技 術 を 応 用 し て 製 造 さ れ る 新 医 薬 品 等 と 同 等 の

品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 を 有 す る 医 薬 品 と し て 承 認 が な さ れ た

も の （ 以 下 「 バ イ オ 後 続 品 」 と い う 。 ） 

（ 後 発 医 薬 品 の 調 剤 ） 

第 七 条 の 二 保 険 薬 局 は 、 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び

安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 第 十 四 条 の 四 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 医

薬 品 （ 以 下 「 新 医 薬 品 等 」 と い う 。 ） と そ の 有 効 成 分 、 分 量 、 用

法 、 用 量 、 効 能 及 び 効 果 が 同 一 性 を 有 す る 医 薬 品 と し て 、 同 法 第

十 四 条 又 は 第 十 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 製 造 販 売 の 承 認 （ 以 下 「 承

認 」 と い う 。 ） が な さ れ た も の （ た だ し 、 同 法 第 十 四 条 の 四 第 一

項 第 二 号 に 掲 げ る 医 薬 品 並 び に 新 医 薬 品 等 に 係 る 承 認 を 受 け て い

る 者 が 、 当 該 承 認 に 係 る 医 薬 品 と 有 効 成 分 、 分 量 、 用 法 、 用 量 、

効 能 及 び 効 果 が 同 一 で あ つ て そ の 形 状 、 有 効 成 分 の 含 量 又 は 有 効

成 分 以 外 の 成 分 若 し く は そ の 含 量 が 異 な る 医 薬 品 に 係 る 承 認 を 受

け て い る 場 合 に お け る 当 該 医 薬 品 を 除 く 。 ） （ 以 下 「 後 発 医 薬 品

」 と い う 。 ） の 備 蓄 に 関 す る 体 制 そ の 他 の 後 発 医 薬 品 の 調 剤 に 必

要 な 体 制 の 確 保 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 



 

  

（ 調 剤 の 一 般 的 方 針 ） 

第 八 条 （ 略 ） 
２ （ 略 ） 

３ 保 険 薬 剤 師 は 、 処 方 箋 に 記 載 さ れ た 医 薬 品 に 係 る 後 発 医 薬 品 又

は バ イ オ 後 続 品 が 次 条 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 医 薬 品 で

あ る 場 合 で あ つ て 、 当 該 処 方 箋 を 発 行 し た 保 険 医 等 が 後 発 医 薬 品

へ の 変 更 を 認 め て い る と き 、 又 は 遺 伝 子 組 換 え 技 術 を 応 用 し て 製

造 さ れ る 医 薬 品 の 一 般 的 名 称 を 当 該 処 方 箋 に 記 載 し た と き は 、 患

者 に 対 し て 、 後 発 医 薬 品 又 は バ イ オ 後 続 品 に 関 す る 説 明 を 適 切 に

行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 保 険 薬 剤 師 は 、 後 発

医 薬 品 又 は バ イ オ 後 続 品 を 調 剤 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 調 剤 の 一 般 的 方 針 ） 

第 八 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

３ 保 険 薬 剤 師 は 、 処 方 箋 に 記 載 さ れ た 医 薬 品 に 係 る 後 発 医 薬 品 が

次 条 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 医 薬 品 で あ る 場 合 で あ つ て

、 当 該 処 方 箋 を 発 行 し た 保 険 医 等 が 後 発 医 薬 品 へ の 変 更 を 認 め て

い る と き は 、 患 者 に 対 し て 、 後 発 医 薬 品 に 関 す る 説 明 を 適 切 に 行

わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 保 険 薬 剤 師 は 、 後 発 医

薬 品 を 調 剤 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

 



 

（
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 



 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

（ 適 正 な 手 続 の 確 保 ） 
第 五 条 の 二 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 は 、 そ の 担 当 す る 指 定 訪 問 看 護 の

提 供 に 関 し 、 厚 生 労 働 大 臣 又 は 地 方 厚 生 局 長 若 し く は 地 方 厚 生 支

局 長 に 対 す る 申 請 、 届 出 等 に 係 る 手 続 及 び 訪 問 看 護 療 養 費 に 関 す

る 費 用 の 請 求 に 係 る 手 続 を 適 正 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

 

 

（ 新 設 ） 
（ 健 康 保 険 事 業 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 健 全 な 運 営 の 確 保 ） 

第 五 条 の 三 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 は 、 そ の 担 当 す る 指 定 訪 問 看 護 の

提 供 に 関 し 、 健 康 保 険 事 業 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 健 全 な 運 営

を 損 な う こ と の な い よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

 

 

（ 新 設 ） 

（ 経 済 上 の 利 益 の 提 供 に よ る 誘 引 の 禁 止 ） 

第 五 条 の 四 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 看 護 を 受 け る 者 （ 以

下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） に 対 し て 、 第 十 三 条 の 規 定 に よ り 受 領 す

る 費 用 の 額 に 応 じ て 当 該 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 が 行 う 収 益 業 務 に 係

る 物 品 の 対 価 の 額 の 値 引 き を す る こ と そ の 他 の 健 康 保 険 事 業 及 び

後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 健 全 な 運 営 を 損 な う お そ れ の あ る 経 済 上 の

利 益 の 提 供 に よ り 、 当 該 利 用 者 が 自 己 の 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 に お

い て 指 定 訪 問 看 護 を 受 け る よ う に 誘 引 し て は な ら な い 。 

２ 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 は 、 他 の 事 業 者 又 は そ の 従 業 員 に 対 し て 、

利 用 者 を 紹 介 す る 対 価 と し て 金 品 を 提 供 す る こ と そ の 他 の 健 康 保

険 事 業 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 健 全 な 運 営 を 損 な う お そ れ の あ

る 経 済 上 の 利 益 を 提 供 す る こ と に よ り 、 利 用 者 が 自 己 の 指 定 訪 問

看 護 事 業 者 に お い て 指 定 訪 問 看 護 を 受 け る よ う に 誘 引 し て は な ら

な い 。 

 

 

（ 新 設 ） 

（ 特 定 の 主 治 の 医 師 及 び 特 定 の 事 業 者 等 へ の 誘 導 の 禁 止 ）  



 

第 五 条 の 五 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 看 護 の 提 供 に 関 し 、

利 用 者 に 対 し て 特 定 の 医 師 を 指 定 訪 問 看 護 の 指 示 を 行 う 主 治 の 医

師 と す る べ き 旨 、 又 は 次 に 掲 げ る サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 者 及 び

施 設 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 事 業 者 等 」 と い う 。 ） を 利 用 す る べ

き 旨 の 指 示 等 を 行 う こ と の 対 償 と し て 、 主 治 の 医 師 又 は 当 該 事 業

者 等 か ら 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 を 収 受 し て は な ら な い 。 

一 介 護 保 険 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本 文 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ

ス 事 業 者 （ 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第

十 一 項 に 規 定 す る 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 事 業 を 行 う 者 に 限

る 。 ） 

二 介 護 保 険 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型

サ ー ビ ス 事 業 者 （ 同 法 第 八 条 第 二 十 項 に 規 定 す る 認 知 症 対 応 型

共 同 生 活 介 護 、 同 条 第 二 十 一 項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 特 定 施 設

入 居 者 生 活 介 護 及 び 同 条 第 二 十 二 項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 介 護

老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ） 

三 介 護 保 険 法 第 八 条 第 二 十 五 項 に 規 定 す る 介 護 保 険 施 設 

四 介 護 保 険 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ

ス 事 業 者 （ 介 護 保 険 法 第 八 条 の 二 第 九 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 特

定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ） 

五 介 護 保 険 法 第 五 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型

介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 同 法 第 八 条 の 二 第 十 五 項 に 規 定 す る

介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ） 

六 介 護 保 険 法 第 四 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 介 護 支 援 事

業 者 

七 介 護 保 険 法 第 五 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 支 援 事

業 者 

八 前 各 号 に 掲 げ る 事 業 者 等 と 併 せ て 利 用 す る 事 業 者 で あ っ て 、

当 該 事 業 者 等 と 特 別 の 関 係 に あ る 事 業 者 

 

（ 新 設 ） 

（ 心 身 の 状 況 等 の 把 握 ） （ 心 身 の 状 況 等 の 把 握 ） 



 

第 九 条 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 看 護 の 提 供 に 当 た っ て は

、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 、 服 薬 状 況 、 病 歴 、 そ の 置 か れ て い る 環 境

、 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 状 況 等 の 把 握 に

努 め な け れ ば な ら な い 。 

 

第 九 条 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 看 護 の 提 供 に 当 た っ て は

、 指 定 訪 問 看 護 を 受 け る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） の 心 身 の

状 況 、 病 歴 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 、 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は

福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 状 況 等 の 把 握 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

 

（ 事 故 発 生 時 の 対 応 等) 

第 二 十 八 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

３ 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 看 護 に 係 る 安 全 管 理 の た め の

体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。 

 

（ 事 故 発 生 時 の 対 応) 

第 二 十 八 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

（ 新 設 ） 

 

（ 記 録 の 整 備 ） 

第 三 十 条 （ 略 ） 

２ 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 訪 問 看 護 の 提 供 に

関 す る 次 に 掲 げ る 記 録 を 整 備 し 、 そ の 完 結 の 日 か ら 二 年 間 保 存 し

な け れ ば な ら な い 。 当 該 記 録 に つ い て は 、 正 確 か つ 最 新 の 内 容 を

保 つ よ う 整 備 し な け れ ば な ら な い 。 

 一 訪 問 看 護 記 録 書 

 二 訪 問 看 護 指 示 書 

 三 訪 問 看 護 計 画 書 

 四 訪 問 看 護 報 告 書 

 五 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 ） 及 び 都 道 府 県 （ 次 号 に お い て 「 市

町 村 等 」 と い う 。 ） に 対 す る 情 報 提 供 書 

六 市 町 村 等 と の 連 絡 調 整 に 関 す る 記 録 
（ 記 録 の 整 備) 

第 三 十 条 （ 略 ） 

２ 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 訪 問 看 護 の 提 供 に

関 す る 諸 記 録 を 整 備 し 、 そ の 完 結 の 日 か ら 二 年 間 保 存 し な け れ ば

な ら な い 。 

 

 （ 新 設 ） 

（ 新 設 ） 

 （ 新 設 ） 

 （ 新 設 ） 

 （ 新 設 ） 

  

 （ 新 設 ） 



 

 
 
 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
） 

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


